
目　　次

主 要 判 決 全 文 紹 介

平成 29 年      月          日（月）

No.  14463　１部370円（税込み）

6 12

☆主要判決全文紹介［最高裁・知財高裁］［上］… ⑴

≪最高裁判所（原審　知的財産高等裁判所）≫
特許権侵害行為差止請求上告受理事件

（ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法－
均等発明事件）［上］（全２回）

　－平成28年（受）第1242号、平成29年３月24日最高裁第二小法廷判決言渡
（原審　平成27年（ネ）第10014号、平成28年３月25日判決言渡）－

事案の概要

　本件は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係り、
発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特
許第3310301号。以下「本件特許権」といい、同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の共有者の１
人である被上告人が、上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、本件特許に係る明細書の特許
請求の範囲の訂正後の請求項13（以下「本件特許請求の範囲」という。）に係る発明（以下「本件発明」と
いう。）と均等であり、その技術的範囲に属するから、当該方法により製造した医薬品の販売等は本件特
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許権を侵害すると主張して（最高裁平成６年（オ）第1083号同10年２月24日第三小法廷判決・民集52巻１
号113頁参照。以下、この判決を「平成10年判決」という。）、特許法100条１項、２項に基づき、上告人ら
に対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。
　被上告人は、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための
出発物質等としてシス体のビタミンＤ構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体
のビタミンＤ構造のものは記載していなかった。上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造
のものであることにおいて、本件特許請求の範囲に記載された構成と相違がある。
　上告人らは、本件では、平成10年判決にいう、特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又
は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意
識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから、上告人らの製造方法は、特許請求の範
囲に記載された本件発明の構成と均等なものであるとはいえないと主張するなどして、被上告人の請求
を争っている。
　原審（平成27年（ネ）第10014号　知財高裁平成28年３月25日判決言渡）は、上告人ら（原審控訴人ら）
の製造方法が本件発明と均等であり本件発明の技術的範囲に属することを認め、また、本件発明に係る
特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して、上告人らの控訴を棄却
したため、上告人らが、原判決を不服として、本件上告受理申立をした。
　本件最高裁第二小法廷判決は、本件上告を棄却すると共に、均等論の第５要件の該当性に関しての判
決理由を示した。

判示事項（上告受理申立て理由（ただし、排除されたものを除く。）について）

１　争点
上告人らは、本件では、平成10年判決にいう、特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品

又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲か
ら意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから、上告人らの医薬品の製造方法は、
本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して、被上告人の請求
を争っている。

２　原審の適法に確定した事実関係等の概要
２.１　本件発明

本件特許請求の範囲の記載は、別紙のとおりである。被上告人は、本件特許の特許出願時に、本
件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンＤ構
造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造のものは記載して
いなかった。

２.２　上告人らの製造方法
上告人ＤＫＳＨジャパン株式会社は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売を

しており、その余の上告人ら（岩城製薬株式会社、高田製薬株式会社及び株式会社ポーラファルマ）
は、上記原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売している（以下、上記原薬に係る
製造方法を「上告人らの製造方法」という。）。

上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると、目的化合物を製造する
ための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンＤ構造のもので
あるのに対し、上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造のものである点において相違
するが、その余の点については、上告人らの製造方法は、本件特許請求の範囲に記載された構成の
各要件を充足する。


